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(57)【要約】
【課題】電池特性を低下させることなく、反応生成水を
効率よく排水できる固体高分子形燃料電池を提供するこ
と。
【解決手段】固体高分子電解質膜と、前記固体高分子電
解質膜の両面に配置した電極触媒層と、前記電極触媒層
の外側にそれぞれ配置した多孔質ガス拡散層とで構成さ
れる膜電極接合体を、前記多孔質ガス拡散層に接する面
にガス流路が成形された一対のセパレータで挟持してな
る固体高分子形燃料電池において、
　カソード側多孔質ガス拡散層のセパレータと接する面
のガス流路に対応する少なくとも一部に親水性領域が形
成され、残りの部分に撥水性領域が形成されており、前
記親水性領域が、セパレータ側から電極触媒層側に向か
って狭くなることを特徴とする固体高分子形燃料電池で
ある。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体高分子電解質膜と、前記固体高分子電解質膜の両面に配置した電極触媒層と、前記
電極触媒層の外側にそれぞれ配置した多孔質ガス拡散層とで構成される膜電極接合体を、
前記多孔質ガス拡散層に接する面にガス流路が成形された一対のセパレータで挟持してな
る固体高分子形燃料電池において、
　カソード側多孔質ガス拡散層のセパレータと接する面のガス流路に対応する少なくとも
一部に親水性領域が形成され、残りの部分に撥水性領域が形成されており、前記親水性領
域が、セパレータ側から電極触媒層側に向かって狭くなることを特徴とする固体高分子形
燃料電池。
【請求項２】
　前記カソード側多孔質ガス拡散層のセパレータと接する面において、前記親水性領域が
１％以上２２％以下の面積割合で形成されていることを特徴とする請求項１に記載の固体
高分子形燃料電池。
【請求項３】
　前記カソード側多孔質ガス拡散層のセパレータと接する面において、前記親水性領域が
、海島状、格子状又は帯状に形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の固
体高分子形燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体高分子形燃料電池に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境問題に関する意識の高まりからエネルギー効率が高く、汚染物質の排出が少
ないクリーンな発電システムが要求され、そのシステムの一つとして燃料電池が注目され
ている。燃料電池には、使用される電解質の種類によって、リン酸形、溶融炭酸塩形、固
体電解質形、固体高分子形などに分類さているが、中でも発電温度が比較的低く、起動停
止が容易に行え、コンパクトなシステムを構築できる点で優位な固体高分子形燃料電池シ
ステムの研究開発が盛んに進められている。
【０００３】
　固体高分子形燃料電池内における反応を効率よく継続的に行うには、イオン伝導抵抗を
低下させることと、両電極の触媒層にガスを連続的に供給することが重要である。イオン
伝導抵抗を低下させるには固体高分子電解質膜を常に水で湿潤状態にしておけばよい。一
方、カソード電極で生成した水が触媒層の表面に滞留して多孔質ガス拡散層内部の空孔部
が水で閉塞されると、ガスと触媒層との接触が妨げられるので、生成した水は連続的に排
出する必要がある。多孔質ガス拡散層中の空孔部が水で閉塞することを回避するために、
フッ素系樹脂などを用いて電極材料を撥水化することが広く行われている。特に、多孔質
ガス拡散層は、ガス流路から供給されたガスを触媒層に到達させる供給経路であり、一般
的に撥水化されている。しかしながら、このような撥水化を行うと多孔質ガス拡散層中に
水が滞留することは回避できるが、触媒層表面の水が多孔質ガス拡散層へ移動することを
妨げ、触媒層表面に水が滞留し触媒層にガスを連続的に供給することが困難になる。
【０００４】
　上述したように、固体高分子形燃料電池においては、固体高分子電解質膜が水分を多く
含んでいるほどイオン伝導抵抗が低下して性能が向上する。そのため、ガスをあらかじめ
外部加湿器で加湿して供給し、固体高分子電解質膜を湿潤状態に保持することが行われて
いる。ガスを加湿するために液体の水を気化させると、蒸発潜熱をエネルギーとして消費
する。従って固体高分子形燃料電池の性能を向上させることを目的として、加湿の度合を
高くすればするほど消費エネルギーが大きくなり、また、加湿器本体や加湿器から固体高
分子形燃料電池までのガス配管での放熱による熱損失も増大してしまうという問題があっ
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た。このような課題を抜本的に解決するには、より低いガス加湿量で固体高分子形燃料電
池を運転する必要がある。しかし、通常の構成の固体高分子形燃料電池を低加湿領域で運
転すると、固体高分子電解質膜の含水量が低下して性能が大幅に低下する。低加湿領域で
固体高分子形燃料電池を運転するには固体高分子電解質膜を湿潤に保つ工夫が必要になる
。その方法としては、以下のような技術が公知になっている。
【０００５】
　特許文献１には、セル面内に格子状の親水化領域と撥水化領域を分布させて、生成した
液体の水を効率的に排水し、かつガス流路からのガスの拡散経路を確保する技術が開示さ
れている。
　特許文献２は、カソード側に関するもので、相対湿度の低いガス入口付近のガス拡散層
を親水化し、反応生成水が蓄積するガス出口付近を撥水化するという分布形態が記述され
ている。特に、親水化については、ガス流路側と触媒層側とを貫通する親水ポア領域の形
成技術が示されている。
　特許文献３には、ガス拡散層厚み方向の中央部を親水化とし、その両側を撥水化する技
術が開示されている。
　特許文献４には、シリカ、アルミナ等の親水性酸化物をガス拡散層に薄くコーティング
する親水化技術が開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開平６－１０３９８３号公報
【特許文献２】特開２００７－３２３８７４号公報
【特許文献３】特開２００２－２９８８５９号公報
【特許文献４】特開２００４－３１３２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来のガス拡散層部分親水化技術では、撥水性領域と親水性領域を、セル平面において
入口と出口で分布させている。また、ガス流路形状に沿ったパターンで分布させるなど、
比較的大きな分布パターンである。この場合、２つの問題が生じる。１つは電極触媒利用
率の低下である。ガス拡散層内に存在する親水性領域は、凝縮した液体の水を排出するた
めのものであるが、一方でガス拡散の障壁となり、物質移動律速のためセル面内に発電に
寄与しない触媒領域が発生する。また、撥水性領域及び親水性領域の形成後にセル面内に
触媒層及び導電性集電多孔層を形成した場合、表面の凹凸が原因で固体高分子電解質膜と
の接合界面に未接触部位が形成されるという課題がある。
　従って、本発明は、上記のような実情に鑑みてなされたものであり、電池特性を低下さ
せることなく、反応生成水を効率よく排水できる固体高分子形燃料電池を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そこで、本発明者らは、上記のような課題を解決すべく、多孔質ガス拡散層内において
、フラッディングを防ぐために反応生成水をガス流路側へ移動させる親水パス部分と、水
素などの燃料及び空気などの酸化剤ガスを電極触媒層へ迅速に移動させる撥水部分とをど
のように配置すべきか検討した。まず、本発明者らは、電極触媒層近傍は、電極反応熱に
よって周辺より相対的に高温になるため、水分の多くは水蒸気として排出され、水を排出
するための親水パスは殆ど必要ないと考え、生成水が発生する電極触媒層付近の多孔質ガ
ス拡散層内は撥水性領域の割合を多くし、ガス拡散性を優先した。一方、水蒸気は高温の
電極触媒層から離れ、相対的に温度の低い酸化剤ガスや燃料ガスの流れと接触する多孔質
ガス拡散層内で凝縮して液体の水に戻るので、多孔質ガス拡散層内部の凝縮開始領域の親
水性領域の割合を多くし、排水の効率を向上させた。
　即ち、本発明は、固体高分子電解質膜と、前記固体高分子電解質膜の両面に配置した電
極触媒層と、前記電極触媒層の外側にそれぞれ配置した多孔質ガス拡散層とで構成される
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膜電極接合体を、前記多孔質ガス拡散層に接する面にガス流路が成形された一対のセパレ
ータで挟持してなる固体高分子形燃料電池において、カソード側多孔質ガス拡散層のセパ
レータと接する面のガス流路に対応する少なくとも一部に親水性領域が形成され、残りの
部分に撥水性領域が形成されており、前記親水性領域が、セパレータ側から電極触媒層側
に向かって狭くなることを特徴とする固体高分子形燃料電池である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、電池特性を低下させることなく、反応生成水を効率よく排水できる固
体高分子形燃料電池を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る固体高分子形燃料電池を説明するための模式断面
図であり、図２は、実施の形態１に係る固体高分子形燃料電池のカソード側を拡大して示
す模式断面図である。
　図１において、実施の形態１に係る固体高分子形燃料電池１は、プロトン伝導性の固体
高分子電解質膜２と、固体高分子電解質膜２の両面に配置されたアノード電極３及びカソ
ード電極４と、両電極にガスを供給するためのガス流路５ａ，５ｂが形成されたセパレー
タ６ａ，６ｂとを備えている。アノード電極３は、固体高分子電解質膜２と接するアノー
ド電極触媒層７と、ガス流路５ａから供給されたガスをアノード電極触媒層７に拡散する
アノード側多孔質ガス拡散層８と、アノード側導電性集電多孔層９とからなる。同様に、
カソード電極４は、固体高分子電解質膜２と接するカソード電極触媒層１０と、ガス流路
５ｂから供給されたガスをカソード電極触媒層１０に拡散するカソード側多孔質ガス拡散
層１１と、カソード側導電性集電多孔層１２とからなる。なお、ガス流路５ａ，５ｂは、
セパレータ６ａ，６ｂにそれぞれ凹部を複数箇所設けることにより形成されている。固体
高分子形燃料電池１では、図２に示されるように、カソード側多孔質ガス拡散層１１のセ
パレータ６ｂと接する面のガス流路５ｂに対応する少なくとも一部に親水性領域１３が形
成され、残りの部分に撥水性領域１４が形成されている。更に、親水性領域１３は、セパ
レータ６ｂ側からカソード電極触媒層１０側に向かって狭くなるように形成されている。
　この親水性領域１３は、反応生成水をより効率よく排水するため、カソード側多孔質ガ
ス拡散層１１のセパレータ６ｂと接する面において１％以上２２％以下の面積割合で形成
されていることが好ましい。親水性領域１３の面積割合が２２％を超えると、親水部の水
分がガス透過性を阻害して、性能が低下する場合がある。一方、親水性領域１３の面積割
合が１％未満であると、効果が低下する場合がある。
　また、親水性領域１３は、カソード側多孔質ガス拡散層のセパレータと接する面におい
て、例えば、海島状、格子状或いは帯状に形成してもよいし、撥水性領域１４は、例えば
、水玉状或いは格子状に形成してもよい。
　また、先に述べたように、カソード電極触媒層１０近傍では水分の多くが水蒸気として
排出されるので、カソード側多孔質ガス拡散層１１のカソード電極触媒層１０と接する面
には、親水性領域１３を殆ど形成しなくてもよい。カソード側多孔質ガス拡散層１１のカ
ソード側導電性集電多孔層１２と接する面において、９．０％以下の面積割合で形成され
ていることが好ましい。
【００１１】
　このように構成された固体高分子形燃料電池１は、アノード電極３に燃料ガス（例えば
、水素ガス）を供給すると共に、カソード電極４に酸化剤（例えば、空気又は酸素ガス）
を供給し、両電極を外部回路で接続することにより、燃料電池として作動することが可能
となる。具体的には、まず、セパレータ６ａに形成されたガス流路５ａから、アノード電
極３に例えば水素ガスが供給される。続いて、水素ガスはアノード側多孔質ガス拡散層８
を通過することによりアノード電極触媒層７に向かって拡散していく。アノード電極触媒
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層７に達した水素ガスは、触媒による酸化反応によりプロトンと電子を発生する。このプ
ロトンは、固体高分子電解質膜２を通過してカソード電極４に移動する。一方、電子は、
外部回路を通ってカソード電極４に到達する。カソード電極４では、固体高分子電解質膜
２中を通過してきたプロトン、外部回路から送られてきた電子及びセパレータ６ｂに形成
されたガス流路５ｂからカソード側多孔質ガス拡散層１１を介して供給される例えば酸素
ガスが、カソード電極触媒層１０により反応し、水に変換される。その際、電極間に発生
する起電力として電気エネルギーを取り出すことが可能となる。
【００１２】
　次に、親水性領域１３と撥水性領域１４とが形成されたカソード側多孔質ガス拡散層１
１の作製方法について説明する。
　カソード側多孔質ガス拡散層１１は、多孔質ガス拡散層基材に撥水処理を行った後、親
水化処理を行うか、あるいは親水化処理を行った後、撥水処理を行う二段階処理法で作製
することができる。
【００１３】
　撥水性領域１４を形成する方法としては、所定の模様（方形、格子、水玉、縞状等）が
設けられたスクリーン印刷版又はロータリー印刷版を用いて撥水剤をカーボンペーパー、
有機繊維を織って炭化したカーボンクロス等の多孔質ガス拡散層基材に塗布するか、ある
いは、インクジェット法で所定の模様に撥水剤を塗布すればよい。スクリーン印刷又はロ
ータリー印刷の場合、撥水剤としては、例えば、ＰＴＦＥディスパージョン（旭硝子株式
会社製　ＡＤ９１１Ｌ　固形分濃度６０％）１０質量％、アクリル増粘剤（大日本インキ
化学工業株式会社製　ボンコート（登録商標）ＨＶ－Ｅ　固形分濃度３１％）１質量％及
び蒸留水８９質量％を含むものを使用することができる。この撥水剤の粘度は、１０Ｐａ
・ｓ以上２００Ｐａ・ｓ以下であることが好ましく、１０Ｐａ・ｓ以上５０Ｐａ・ｓ以下
であることが更に好ましい。撥水剤の粘度が１０Ｐａ・ｓ未満であると、撥水剤が裏漏れ
してしまい、所定の領域に所定の量を付与することができない場合があり、また、２００
Ｐａ・ｓを超えると、基材の極表面近傍にのみ撥水剤が付与されて、片面のみの付与にな
ってしまい、３次元的に撥水パスを形成することができない場合がある。撥水剤の粘度は
、増粘剤（アクリル樹脂系、多糖類系など）を添加することにより調整可能である。イン
クジェット法の場合は、撥水剤として、撥水性樹脂の水分散液あるいは撥水性樹脂溶液（
水、有機溶媒）を使用することができる。
　次いで、撥水剤が塗布された多孔質ガス拡散層基材を必要に応じて乾燥させ、焼成して
増粘剤を除去し、撥水性樹脂を定着させる。撥水性樹脂としては、ポリテトラフルオロエ
チレン（ＰＴＦＥ）、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、テトラフルオロエチレン
・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）等のフッ素系樹脂が挙げられ
る。
【００１４】
　親水性領域１３を形成する方法としては、多孔質ガス拡散層基材の内部まで親水化でき
る方法であれば特に制限されず、公知の各種方法を採用することができる。中でも、多孔
質ガス拡散層基材の内部まで十分に親水化することができ、長期間にわたって親水性を維
持することができるものとして、六フッ化チタン酸アンモニウムを含む水溶液に多孔質ガ
ス拡散層基材を浸漬して酸化チタンを親水性となるべき領域に析出させる方法が好ましい
。また、酸化チタンは、チタンアルコキシド、チタンキレートを加水分解し、熱処理する
ことで得ることも可能である。また、酸化チタンに限らず、酸化アルミニウムや二酸化珪
素等の金属酸化物を析出させる方法も好ましい。なお、プラズマ処理、コロナ処理、陽極
酸化処理により炭素含有基材の表面に親水基を形成する方法が知られているが、この方法
は多孔質ガス拡散層基材の内部まで十分に親水化することができないという欠点があるの
で好ましくない。
【００１５】
　なお、電極触媒層及び導電性集電多孔層は、当該技術分野で公知の方法により形成する
ことができる。
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【００１６】
　本実施の形態１では、カソード側多孔質ガス拡散層１１のセパレータ６ｂと接する面の
ガス流路５ｂに対応する少なくとも一部に親水性領域１３が形成され、残りの部分に撥水
性領域１４が形成されており、親水性領域１３が、セパレータ６ｂ側からカソード電極触
媒層１０側に向かって狭くなるように構成したので、電池特性を低下させることなく、反
応生成水を効率よく排水することができる。
【実施例】
【００１７】
　以下、本発明を実施例及び比較例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定さ
れるものではない。
＜実施例１＞
（多孔質ガス拡散層の作製）
　カーボンペーパー（東レ株式会社製ＴＧＰ－Ｈ―０９０）上に、増粘剤で粘度を調整し
たＰＴＦＥ１０質量％懸濁液（粘度１００Ｐａ・ｓ）を海－島（四角）模様のスクリーン
を用いてスクリーン印刷した。その後、３５０℃で５分間焼成し、カーボン繊維表面を撥
水化した。このカーボンペーパーを、０．１モル／Ｌの六フッ化チタン酸アンモニウム及
び０．２モル／Ｌのホウ酸を含む水溶液に浸漬し、常温で２４時間保持した後、カーボン
ペーパーを取り出して乾燥させ、多孔質ガス拡散層を得た。得られた多孔質ガス拡散層は
、図３に示されるように、ＰＴＦＥ懸濁液をスクリーン印刷したカーボンペーパー表面に
、ＰＴＦＥを含む撥水性領域１４が海状に形成され、酸化チタンを含む親水性領域１３が
四角い島状に形成されていた（面積割合９．０％）。一方、ＰＴＦＥ懸濁液をスクリーン
印刷していない面には（反対面）、面積で７．２％の親水性領域１３が形成されていた（
あるいは、９２．８％の撥水性領域１４が形成された）。
【００１８】
（触媒層の形成）
　カソード触媒としては、アセチレンブラック上に白金を５０質量％担持したもの、アノ
ード触媒としては、アセチレンブラック上に白金－ルテニウム系金属を５０質量％担持し
たものを用いた。それぞれの触媒粒子１質量部に対して、パーフルオロスルホン酸系高分
子電解質９質量％溶液を５質量部及び水１質量部を添加し、撹拌混合して均一な状態の触
媒ぺーストを得た。これらの触媒ペーストを厚さ２５μｍのポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）フィルム上にそれぞれスクリーン印刷した後、乾燥した。これらの触媒層付フ
ィルムで固体高分子電解質膜（旭化成ケミカルズ株式会社製アシプレックス（登録商標）
）を挟み、１５０℃で２分間ホットプレスしてＰＥＴフィルムを除去することで固体高分
子電解質膜上にアノード電極触媒層及びカソード電極触媒層を形成した。触媒層は縦横５
０ｍｍの正方形状に形成した。
【００１９】
（導電性集電多孔層の形成）
　カーボンブラック粉末にＰＴＦＥ分散液を加えて混練したものを、先に作製した多孔質
ガス拡散層の触媒層形成面にスクリーン印刷によって塗布し、１１０℃で乾燥した後、３
５０℃で焼成して、導電性集電多孔層が形成された多孔質ガス拡散層を得た。
【００２０】
（単セルの組み立て及び運転結果）
　上記のように作製された多孔質ガス拡散層と両面に触媒層を形成した固体高分子電解質
膜を重ねあわせ、固体高分子電解質膜のガラス転移温度付近の温度でホットプレスし、燃
料側多孔質ガス拡散層及び空気側多孔質ガス拡散層を触媒層付固体高分子電解質膜と熱融
着した。それぞれの両側に、ガス流路が形成されたカーボン製セパレータを配置し、固体
高分子形燃料電池を組み立てた。有効電極面積は２５ｃｍ2とし、組み立てた単セルを７
５℃までロッドヒータで２０℃／時間で加温した。燃料側にガス加湿のためバブラーを通
して水素を供給し、酸化剤ガス側はバブラーを通した空気を供給した。電流密度は０．２
５Ａ／ｃｍ2（６．２５Ａ）になるように定電流で発電した。固体高分子電解質膜及び電



(7) JP 2010-61966 A 2010.3.18

10

20

30

40

50

極触媒層の安定化のため、発電開始から２４時間後に燃料ガスを水素からメタン改質ガス
を想定した一酸化炭素１０ｐｐｍ含む水素、二酸化炭素混合ガスに切り替えて電池特性を
評価した。
【００２１】
＜実施例２＞
　カーボンペーパー（東レ株式会社製ＴＧＰ－Ｈ―０９０）上に、増粘剤で粘度を調整し
たＰＴＦＥ１０質量％懸濁液（粘度１００Ｐａ・ｓ）を格子模様のスクリーンを用いてス
クリーン印刷した。その後、３５０℃で５分間焼成し、カーボン繊維表面を撥水化した。
このカーボンペーパーを、０．１モル／Ｌの六フッ化チタン酸アンモニウム及び０．２モ
ル／Ｌのホウ酸を含む水溶液に浸漬し、常温で２４時間保持した後、カーボンペーパーを
取り出して乾燥させ、多孔質ガス拡散層を得た。得られた多孔質ガス拡散層は、図４に示
されるように、ＰＴＦＥ懸濁液をスクリーン印刷したカーボンペーパー表面に、酸化チタ
ンを含む親水性領域１３が四角い島状に形成されていた（面積割合５．６％）。一方、Ｐ
ＴＦＥ懸濁液をスクリーン印刷していない面（反対面）には、面積で４．５％の親水性領
域１３が形成された（あるいは９５．５％の撥水性領域１４が形成されていた）。このよ
うにして得られた多孔質ガス拡散層を用いる以外は実施例１と同様にして単セルを組み立
て、電池特性を評価した。
【００２２】
＜実施例３＞
　カーボンペーパー（東レ株式会社製ＴＧＰ－Ｈ―０９０）を、０．１モル／Ｌの六フッ
化チタン酸アンモニウム及び０．２モル／Ｌのホウ酸を含む水溶液に浸漬し、常温で２４
時間保持した後、カーボンペーパーを取り出して乾燥させた。このカーボンペーパー上に
、増粘剤で粘度を調整したＰＴＦＥ１０質量％懸濁液（粘度１００Ｐａ・ｓ）を水玉模様
のスクリーンを用いてスクリーン印刷した。その後、３５０℃で５分間焼成し、カーボン
繊維表面を撥水化して、多孔質ガス拡散層を得た。得られた多孔質ガス拡散層は、図５に
示されるように、ＰＴＦＥ懸濁液をスクリーン印刷したカーボンペーパー表面に、ＰＴＦ
Ｅを含む撥水性領域１４が水玉状に形成され、酸化チタンを含む親水性領域１３が撥水性
領域を取り囲むように形成させた（面積割合２１．５％）。一方、ＰＴＦＥ懸濁液をスク
リーン印刷していない面（反対面）には、面積で１８％の親水性領域１３が形成されてい
た（あるいは８２．０％の撥水性領域１４が形成されていた）。このようにして得られた
多孔質ガス拡散層を用いる以外は実施例１と同様にして単セルを組み立て、電池特性を評
価した。
【００２３】
＜実施例４＞
　カーボンペーパー（東レ株式会社製ＴＧＰ－Ｈ―０９０）を、０．１モル／Ｌの六フッ
化チタン酸アンモニウム及び０．２モル／Ｌのホウ酸を含む水溶液に浸漬し、常温で２４
時間保持した後、カーボンペーパーを取り出して乾燥させた。このカーボンペーパー上に
、増粘剤で粘度を調整したＰＴＦＥ１０質量％懸濁液（粘度１００Ｐａ・ｓ）を０．５ｍ
ｍ幅と４ｍｍ幅の縞模様のスクリーンを用いてスクリーン印刷した。得られた多孔質ガス
拡散層は、図６に示されるように、ＰＴＦＥ懸濁液をスクリーン印刷したカーボンペーパ
ー表面に、酸化チタンを含む親水性領域１３が四角い島状に形成されていた（面積割合８
．０％）。一方、ＰＴＦＥ懸濁液をスクリーン印刷していない面（反対面）には、面積で
６．５％の親水性領域１３が形成されていた（あるいは、９３．５％の撥水性領木１４が
形成されていた）。このようにして得られた多孔質ガス拡散層を用いる以外は実施例１と
同様にして単セルを組み立て、電池特性を評価した。
【００２４】
＜比較例１＞
　カーボンペーパー（東レ株式会社製ＴＧＰ－Ｈ―０９０）をＰＴＦＥ１０質量％懸濁液
に浸漬して、ゴムマングルで余剰分を取り除き、１０５℃で乾燥して、その後、３５０℃
で５分間焼成を行い、多孔質ガス拡散層を得た。なお、焼成後のＰＴＦＥ量は、カーボン
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る以外は実施例１と同様にして単セルを組み立て、電池特性を評価した。
【００２５】
＜比較例２＞
　カーボンペーパー（東レ株式会社製ＴＧＰ－Ｈ―０９０）を、０．１モル／Ｌの六フッ
化チタン酸アンモニウム及び０．２モル／Ｌのホウ酸を含む水溶液に浸漬し、脱泡後に常
温で２４時間保持した後、カーボンペーパーを取り出して乾燥させ、多孔質ガス拡散層を
得た。このようにして得られた多孔質ガス拡散層を用いる以外は実施例１と同様にして単
セルを組み立て、電池特性を評価した。
【００２６】
　比較例１の単セルでは、加湿露点７５℃の飽和加湿条件において０．７０Ｖの電圧特性
が得られた。しかし、比較例２では加湿露点７５℃の飽和加湿条件ではフラッディングに
より、ほとんど特性がとれなかった。これは、多孔質ガス拡散層全域が親水化されており
、生成水がガス拡散の障壁になっているためである。一方、実施例１では飽和加湿条件に
おいて０．７２Ｖの電圧特性を示し、実施例２でも０．７３Ｖの特性が得られ、均一な撥
水化ガス拡散層の比較例１より高い電圧特性を得た。
【００２７】
　また、セル温度に比べて加湿露点温度の低い低加湿運転において、比較例１の単セルは
、電解質膜の乾燥に伴う電解質膜抵抗の経時的上昇が進行して電圧特性が低下したが、実
施例３の単セルでは、加湿露点がセル温度より１０℃低い低加湿条件においても０．７０
Ｖの特性が得られ、同加湿条件における比較例１の電圧特性０．６５Ｖより高い特性を示
した。さらに、実施例４の単セルでは、０．６９Ｖの高い特性が得られ、実施例３と同等
の低加湿特性を得ることができた。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施の形態１による固体高分子形燃料電池を説明するための断面模式図である。
【図２】実施の形態１に係る固体高分子形燃料電池のカソード側を拡大して示す模式断面
図である。
【図３】実施例１で作製した多孔質ガス拡散層のガス流路に接する側の平面模式図である
。
【図４】実施例２で作製した多孔質ガス拡散層のガス流路に接する側の平面模式図である
。
【図５】実施例３で作製した多孔質ガス拡散層のガス流路に接する側の平面模式図である
。
【図６】実施例４で作製した多孔質ガス拡散層のガス流路に接する側の平面模式図である
。
【符号の説明】
【００２９】
　１　固体高分子形燃料電池、２　固体高分子電解質膜、３　アノード電極、４　カソー
ド電極、５ａ，５ｂ　ガス流路、６ａ，６ｂ　セパレータ、７　アノード電極触媒層、８
　アノード側多孔質ガス拡散層、９　アノード側導電性集電多孔層、１０　カソード電極
触媒層、１１　カソード側多孔質ガス拡散層、１２　カソード側導電性集電多孔層、１３
　親水性領域、１４　撥水性領域。
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